
岸本町・溝口町合併協議会 第１３回会議 
 
日時  平成１６年３月１０日（水）午後２時から 
場所  溝口町中央公民館 大会議室 
 
１． 開会 
２． 会長あいさつ 
３． 会長報告事項 
（１）元気で夢のある町をつくる会署名簿の取り扱いについて ・・・・・・・・・2 
４． 報告事項 
（１）協議項目 25－31 各種事務事業の取り扱い（土木建設事業）について ・・・7 
（２）協議項目 25－32 各種事務事業の取り扱い（農林水産事業）について ・・・8 
（３）協議項目 25－42 各種事務事業の取り扱い（その他）について ・・・・・・9 
５． 協議事項 
（１）協議項目 7 機構及び組織の取り扱いについて・・・・・・・・・・・・・・10 
（２）協議項目 13 広域行政の取り扱いについて ・・・・・・・・・・・・・・・11 
（３）協議項目 15 消防団の取り扱いについて ・・・・・・・・・・・・・・・・12 
（４）協議項目 16 地方税の取り扱いについて ・・・・・・・・・・・・・・・・13 
（５）協議項目 18 補助金、交付金等の取り扱いについて ・・・・・・・・・・・14 
（６）協議項目 19 字名の取り扱いについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・15 
（７）協議項目 20 諮問機関の取り扱いについて ・・・・・・・・・・・・・・・16 
（８）協議項目 25－7 各種事務事業の取り扱い（地域ｺﾐｭﾆﾃｨ事業）について・・・17 
（９）協議項目 25－11 各種事務事業の取り扱い（地域開発関係事業）について ・18 
６．提案事項 
（１）協議項目 18 補助金、交付金等の取り扱いについて ・・・・・・・・・・・19 
（２）協議項目 22 介護保険事業の取り扱いについて ・・・・・・・・・・・・・20 
（３）協議項目 25－5 各種事務事業の取り扱い（納税関係業務）について  ・・・21 
（４）協議項目 25－32 各種事務事業の取り扱い（農林水産事業）について ・・・22 
７．その他 
（１）次回開催日について 
  (案) ４月７日 午後 2 時から 岸本町農村環境改善センター 
８．副会長閉会あいさつ 
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職名 委員区分

会長 岸本町長

副会長 溝口町長

岸本町助役

溝口町助役

岸本町議会

岸本町議会

岸本町議会

岸本町議会

溝口町議会

溝口町議会

溝口町議会

溝口町議会

岸本町学識経験者

岸本町学識経験者

岸本町学識経験者

岸本町学識経験者

岸本町学識経験者

溝口町学識経験者

溝口町学識経験者

溝口町学識経験者

溝口町学識経験者

溝口町学識経験者

岸本町代表監査委員

溝口町監査委員

幹事長 助役 圓山　和紀 副幹事長 助役 石田　  保

教育長 木村　寛司 教育長 妹尾　千秋

総務課長 森田　俊朗 総務課長 岡田　賢治

企画課長 杉原　良仁 地域振興課長 鞍掛　宣史

事務局長 石田　  保 岸本町助役 室長 佐蔵　絢子 溝口町課長嘱託

副事務局長 圓山　和紀 溝口町助役 次長 斉下　正司 岸本町課長補佐

次長 影山　知也 鳥取県主幹

室長補佐 森　  道彦 溝口町課長補佐

主事 遠藤　友識 岸本町主事

主事 小村　里美 岸本町嘱託

2号委員
(議会関係)

１号委員
(行政関係）

森  谷    　淳

高  塚　一  男

大  森　正  人

小  谷　勢津子

南  葉　正  明

松  本　和  三

中  野　喜  弘

白  石　鉄  平

秋  田　壽  江

山  西    　斅

大  前    　直

池  田　義  則

浦  部　要  右

田  中    　宏

入  江　正  美

箕  矢　静  人

氏 名

3号委員
(学識経験

者)

圓  山　和  紀

石  田    　保

住　田　圭　成

河　合　　　勝

野  坂　明  典

西  郷　一  義

下  村　有  象

西  村    　忠

岸本町・溝口町合併協議会事務局名簿

岸本町・溝口町合併協議会委員名簿

溝　　　口　　　町 岸　　　本　　　町

幹事 幹事

委員

備　　　考

監査委員

岸本町・溝口町合併協議会幹事会名簿
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新町名に西大山を希望する署名内訳 

 

岸本町    １，２７２人 

溝口町      ２５８人 

その他市町村    ４１人 

合計     １，５７１人 
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番号 協議項目

1 合併の方式 25-1 財政事務 25-27 衛生関係事業

2 合併の期日 25-2 消防防災関係事業 25-28 同和人権対策事業

3 新町の名称 25-3 公共交通事業 25-29 上水道事業

4 新町の事務所の位置 25-4 負担金の取扱い 25-30 下水道事業

5 財産の取扱い 25-5 納税関係業務 25-31 土木建設事業

6 慣行の取扱い 25-6 出納業務 25-32 農林水産業事業

7 機構及び組織の取扱い 25-7
地域コミュニティ
事業

25-33 商工業事業

8 条例、規則等の取扱い 25-8 情報通信事業 25-34 観光事業

9 議員定数及び任期の取扱い 25-9 地域間交流事業 25-35 治山治水事業

10
農業委員会委員定数及び任期
の取扱い

25-10 女性政策事業 25-36
小中学校の通学区
域

11 特別職の職員の身分の取り扱い 25-11 地域開発関係事業 25-37 学校教育事業

12 一般職の職員の身分の取扱い 25-12 交通安全事業 25-38 学校給食事業

13 広域行政の取扱い 25-13 広報公聴事業 25-39 社会教育事業

14 公共的団体の取扱い 25-14 医療費助成 25-40 社会体育事業

15 消防団の取扱い 25-15 健康づくり事業 25-41 文化振興事業

16 地方税の取扱い 25-16 母子保健事業 25-42 その他

17 使用料、手数料等の取扱い 25-17 老人保健事業

18 補助金、交付金等の取扱い 25-18 高齢者福祉事業

19 字名の取扱い 25-19 児童福祉事業

20 諮問機関の取扱い 25-20
母子・父子・寡婦
福祉事業

21 国民健康保険事業の取扱い 25-21 障害者福祉事業

22 介護保険事業の取扱い 25-22 その他福祉事業

23 電算システムの取扱い 25-23 社会福祉協議会

24 新町建設計画 25-24 環境対策事業

25 各種事務事業の取扱い 25-25 窓口業務

26 郡の所属の取り扱い 25-26 保育事業

２５　各種事務事業の取り扱い一覧

岸本町・溝口町合併協議会協議項目

 



 7

 報告第 1 号 
 
 

協議項目 25－31 各種事務事業の取り扱い（土木建設事業）について 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－31 各種事務事業の取り扱い（土木建設事

業）については、次のとおりとする。 

 

1  町道管理事業（道路台帳）については、合併後 5 年を目標に溝口町の例により一元化す

るものとする。 

  （別添資料Ｐ1） 

 

   

平成１６年 3 月 10 日 提出 

 
 
                        岸本町・溝口町合併協議会長 河合  勝 



 8

 報告第 2 号 

 
 

協議項目 25－32 各種事務事業の取り扱い（農林水産事業）について 
 
 
 岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－32 各種事務事業の取り扱い（農林水産事

業）については、次のとおりとする。 
 
１  農道維持管理事業については、合併時に一元化するものとする。 

（別添資料Ｐ2） 
 
 
   平成 16 年 3 月 10 日 提出 
 
 
                         岸本町・溝口町合併協議会長 河 合   勝 
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報告第 3 号 

 

 

協議項目 25－42 各種事務事業の取り扱い（その他）について 
 
 
 岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－42 各種事務事業の取り扱い（その他）につ

いては、次のとおりとする。 
 
１  町議会議事録については、合併時に溝口町の例により一元化するものとする。 

（別添資料Ｐ3） 
2  旧議員会については、合併後に検討するものとする。 

（別添資料Ｐ3） 
 
 

   平成 16 年 3 月 10 日 提出 
 
 
                         岸本町・溝口町合併協議会長 河 合   勝 
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協議第 1 号 

 

 

協議項目 7 機構及び組織の取り扱いについて 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 7 機構及び組織の取り扱いについては、次のと

おりとする。 

 

1  行政改革重点推進方針・実施計画については、合併後に一元化するものとする。 

  （第 11 回会議別添資料Ｐ8） 

 

   

平成 16 年 3 月 10 日 提出 

 
 
                        岸本町・溝口町合併協議会長 河合  勝 
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協議第 2 号 

 

 

協議項目 13 広域行政の取り扱いについて 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 13 広域行政の取り扱いについては、次のとおり

とする。 

 

1  土地開発公社については、新町発足の前日をもって岸本町は西伯郡南部土地開発公社

を脱退し、溝口町土地開発公社の定款を変更して新町において新たな土地開発公社を設

立するものとする。 

  （第 11 回会議別添資料Ｐ9、今回別添資料Ｐ4～12） 

 

   

平成 16 年 3 月 10 日 提出 

 
 
                        岸本町・溝口町合併協議会長 河合  勝
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協議第 3 号 

 

 

協議項目 15 消防団の取り扱いについて 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 15 消防団の取り扱いについては、次のとおりと

する。 

 

1  消防団については、合併時に次のとおり一元化するものする。 

① 団員数は 163 人とする。（8 分団各 20 人、団長 1 人、副団長 2 人） 

② 団員報酬及び費用弁償については、別に調整するものとする。 

③ 消防団員福祉共済掛金の補助については、１人当り 3,000 円の掛金に対し 2,000 円（3

分の 2）とする。 

④ 各分団の配備車両は、当面現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

⑤ 幹部研修については、岸本町の例によるものとする。 

2  消防団の取り扱いについては、合併時に溝口町の例により一元化するものとする。 

  （第 11 回会議別添資料Ｐ10～12） 

 

   

平成 16 年 3 月 10 日 提出 

 
 
                        岸本町・溝口町合併協議会長 河合  勝 
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協議第 4 号 

 

 

協議項目 16 地方税の取り扱いについて 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 16 地方税の取り扱いについては、次のとおりと

する。 

 

1  個人町県民税については、合併後に岸本町の例により一元化するものする。 

  （第 11 回会議別添資料Ｐ13、18～22） 

2  法人町民税については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

  （第 11 回会議別添資料Ｐ14、18～22） 

3  固定資産税については、合併後に岸本町の例により一元化するものとする。 

  （第 11 回会議別添資料Ｐ14、18～22） 

4  軽自動車税については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

  （第 11 回会議別添資料Ｐ15、18～22） 

5  たばこ税については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

  （第 11 回会議別添資料Ｐ16、18～22） 

6  入湯税については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

  （第 11 回会議別添資料Ｐ16、18～22） 

7  家屋評価については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

  （第 11 回会議別添資料Ｐ17、18～22） 

8  土地評価については、合併後に岸本町の例により一元化するものとする。 

  （第 11 回会議別添資料Ｐ17、18～22） 

9  償却資産評価については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

  （第 11 回会議別添資料Ｐ17、18～22） 

 

上記の 1 から 9 の調整において、合併の期日が年度中途の場合で、納期等取り扱いに差異

があるものについては、当該年度は旧町の例によるものとし、合併の翌年度から一元化するも

のとする。 

 

   

平成 16 年 3 月 10 日 提出 

 
 
                        岸本町・溝口町合併協議会長 河合  勝 
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協議第 5 号 

 

 

協議項目 18 補助金、交付金等の取り扱いについて 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 18 補助金、交付金等の取り扱いについては、

次のとおりとする。 

 

1  納税組合設立補助金については、合併時に廃止するものする。 

  （第 11 回会議別添資料Ｐ23） 

 

   

平成 16 年 3 月 10 日 提出 

 
 
                        岸本町・溝口町合併協議会長 河合  勝 
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協議第 6 号 

 

 

協議項目 19 字名の取り扱いについて 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 19 字名の取り扱いについては、次のとおりとす

る。 

 

1  字名のうち岸本町福岡と溝口町福岡については、合併前に調整を図り合併時に再編する

ものとし、その他の字名については、現行のとおりとする。 

 （岸本町の「福岡」を変える。新たな名称については、住民の意向を尊重する。） 

2  新町の字の区域及び字の表記は、現行のとおりとする。 

 （大字名の前に「大字」の文字を表記しない。） 

  （第 11 回会議別添資料Ｐ24） 

 

 

平成 16 年 3 月 10 日 提出 

 
 
                        岸本町・溝口町合併協議会長 河合  勝 



 16

協議第 7 号 

 

 

協議項目 20 諮問機関の取り扱いについて 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 20 諮問機関の取り扱いについては、次のとおり

とする。 

 

1  総合計画審議会については、合併後に一元化するものとする。 

  （第 11 回会議別添資料Ｐ25） 

2  地域省エネルギービジョン策定委員会については、合併後に調整するものとする。 

  （第 11 回会議別添資料Ｐ25） 

 

 

平成 16 年 3 月 10 日 提出 

 
 
                        岸本町・溝口町合併協議会長 河合  勝 
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協議第 8 号 

 

 

協議項目 25－7 各種事務事業の取り扱い（地域コミュニティ事業）について 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目25－7 各種事務事業の取り扱い（地域コミュニテ

ィ事業）については、次のとおりとする。 

 

1  有線放送の取り扱いについては、合併時に次により一元化するものとする。 

  ① 岸本町の補助制度は廃止するものとする。ただし、台風等の災害復旧については、8割

補助とする。 

  ② 中国電力柱及びＮＴＴ柱の共架料は、町が負担するものとする。 

  （第 11 回会議別添資料Ｐ26） 

 

 

平成 16 年 3 月 10 日 提出 

 
 
                        岸本町・溝口町合併協議会長 河合  勝 
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協議第 9 号 

 

 

協議項目 25－11 各種事務事業の取り扱い（地域開発関係事業）について 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－7 各種事務事業の取り扱い（地域開発関係

事業）については、次のとおりとする。 

 

1  国土利用計画策定事業については、合併後に新たに策定するものとする。 

  （第 11 回会議別添資料Ｐ27） 

2 総合計画策定事業については、合併後に新たに策定するものとする。 

  （第 11 回会議別添資料Ｐ27） 

3 岸本町地域建設事業計画については、その内容を新町総合計画に反映させるものとする。 

  （第 11 回会議別添資料Ｐ28） 

 

 

平成 16 年 3 月 10 日 提出 

 
 
                        岸本町・溝口町合併協議会長 河合  勝 
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提案第 1 号 

 

 

協議項目 18 補助金、交付金等の取り扱いについて 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 18 補助金、交付金等の取り扱いについては、

次のとおりとする。 

 

1   土地改良負担補助事業（町土地改良事業償還補助金）については、現行のとおり新町

に引き継ぐものとし、新町における新規事業に係る補助については別に定めるものとする。 

  （別添資料Ｐ13） 

2  農業基盤整備事業償還補助金については、現行のとおり新町に引き継ぐものとし、新町

における新規事業に係る補助については別に定めるものとする。 

  （別添資料Ｐ13） 

3  土地改良運営補助金事業については、岸本町の例によるものとする。 

  （別添資料Ｐ13） 

4  森林シンポジュウム補助金については、岸本町の例によるものとし、合併後 3 年以内に算

定方法の見直しを行なうものとする。 

  （別添資料Ｐ14） 

 

 

平成 16 年 3 月 10 日 提出 

 
 
                        岸本町・溝口町合併協議会長 河合  勝 
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提案第 2 号 

 

 

協議項目 22 介護保険事業の取り扱いについて 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 22 介護保険事業の取り扱いについては、合併

時に岸本町の例により一元化するものとする。 

  （新町発足時に南部箕蚊屋広域連合に加入する。） 

  （別添資料Ｐ15～18） 

 

   

平成 16 年 3 月 10 日 提出 

 
 
                        岸本町・溝口町合併協議会長 河合  勝 
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提案第 3 号 

 

 

協議項目 25－5 各種事務事業の取り扱い（納税関係業務）について 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－5 各種事務事業の取り扱い（納税関係業

務）については、次のとおりとする。 

 

1  納税奨励事業のうち納期前納付に対する報奨金については、合併後に岸本町の例により

一元化するものとする。ただし、国民健康保険税の納期前納付に対する報奨金は廃止する

ものとする。 

  （別添資料Ｐ19～21） 

2 納税奨励事業のうち町税徴収取り扱い手数料については、合併後に岸本町の例により一

元化するものとする。ただし、手数料の交付率については、溝口町の例によるものとする。 

   なお、合併後の早い時期に制度を廃止する方向で検討するものとする。 

  （別添資料Ｐ19、20、22） 

3  納税奨励事業のうち優良納税組合表彰及び納税組合長報酬については、合併後に廃止

するものとする。 

  （別添資料Ｐ19） 

 上記のいずれの調整も、合併が年度中途の場合は、当該年度は現行のとおりとし、翌年度か

ら行なうものとする。 

 

 

平成 16 年 3 月 10 日 提出 

 
 
                        岸本町・溝口町合併協議会長 河合  勝 
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提案第 4 号 

 

 

協議項目 25－32 各種事務事業の取り扱い（農林水産事業）について 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－32 各種事務事業の取り扱い（農林水産事

業）については、次のとおりとする。 

 

1  松くい虫防除事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に事業の見直しを

行なうものとする。 

  （別添資料Ｐ23） 

2 樹種転換に係る造林事業補助金については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

  （別添資料Ｐ23） 

3  町管理林道維持管理事業についは、合併時に溝口町の例により新町に引き継ぐものとす

る。 

  （別添資料Ｐ23） 

4  町有林管理事業について、合併時に岸本町の例により新町に引き継ぐものとする。 

  （別添資料Ｐ24） 

5  森林管理巡視事業についは、合併後に廃止するものとする。 

  （別添資料Ｐ24） 

 

 

平成 16 年 3 月 10 日 提出 

 
 
                        岸本町・溝口町合併協議会長 河合  勝 

 


